
                     令和   年   月   日 

住民票関係請求書 

 

錦町長 殿   

窓
口
に
来
ら
れ
た
方 

住

所 

錦町大字(西・一武・木上 )      番地 

     

氏

名 
 

必要な方 

との関係 

 
 

対象者 

 の 

ご住所 

□ 上記住所と同じ 
異なる場合は住所をご記入下さい 

錦町大字 ( 西・一武・木上 ) 

       番地 
 

世帯主     

         

一部の場合記入（対象者のお名前） 

  

 請求内容にチェック☑して下さい。 

□ 住民票の写し（世帯全員） 

□ 住民票の写し（世帯の一部） 

□ 住民票記載事項 

（ □全員 ・ □一部 ） 

□ 不在住証明 

□ 閲覧 

□ 転出届（転出証明書） 

□ 転入届 

□ 転居届 

□ 世帯主変更（新世帯主：      ） 

□ その他（              ） 

必要数 

               通 

※請求理由（委任状の方、個人番号記載

をご希望の方は必ずご記入下さい） 

必要項目にチェック☑して下さい。 

(請求がない場合は省略されます) 

□ 世帯主・続柄 

□ 本籍・筆頭者 

□ 個人番号（マイナンバー） 

□ 住民票コード 

添付書類 

□委任状    □債権回収書類  □債務履行書類 □相続手続書類 

□訴訟手続書類 □職務上請求書  □公用請求書  □学術研究等書類 

□確約書    □その他（                 ） 

転出/転入/転居 

記入欄 

 

【異動日】 令和   年   月   日 

お持ちのカードにチェック☑して下さい。 
□個人番号カード（写真付き）□住基カード□通知カード（緑色紙） 

新住所：                           

新世帯主：          電話（携帯可）             

本
人
確
認 

１．官公署発行顔写真付き証明書  ５．官公署以外その他証明書 

２．官公署発行顔写真なし証明書  ６．職員確認（住基確認 本籍確認 口頭確認） 

３．官公署発行その他証明書    ７．その他 （              ） 

４．官公署以外発行顔写真付き証明書 

確認者 

注意：偽りその他の不正の手段により住民票の写し等の交付を受けた者は、10万円以下の過料（法 52条）に科せられます。 

また、転入届等において虚偽の届出をした者は他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5 万円以下の過料（法 53 条 1

項）に科せられるほか、公正証書等不実記載罪（刑法 157 条。5 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金）により処せられます。 


